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税務・法律相談室

●遺言と遺留分減殺請求権
　本件では、Aが財産は全てYに相続させる旨の公正
証書遺言を残しており、Yは単独でAの遺産を全て相
続することになります(民法964条参照)。
※公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人によって
作成される公正証書による遺言のことで、偽造変造のおそれ
が少なく極めて高い証明力を有しています。
　しかし、相続制度が相続人の生活保障という意義
を有する点等もあることから、法は、被相続人の兄弟
姉妹を除く相続人について、最低限度の相続分（遺
留分）を保障しています（民法1028条）。遺留分を有
する者を遺留分権利者といい、本件では相続人であ
るB、D、Xらがこれにあたります。遺留分権利者は、
自己の遺留分を侵害する生前贈与や遺贈（遺言によ
る贈与）を、遺留分を侵害する限度で減殺することが
できます（民法1031条参照）。
●遺留分割合
　遺留分割合は、父母や祖父母などの直系尊属だけ
が相続人の場合は遺産の1/3、それ以外の場合は遺
産の1/2となっています（民法1028条）。
　本件では、相続人にはD、Xらも相続人に含まれま
すので遺留分は遺産の1/2となります。そして、Xの法

定相続分は1/4（＝1/2×1/2）ですので、XはYに対し
て自己の法定相続分1/4×遺留分割合1/2＝1/8の割
合を遺留分として請求することができます。
●遺留分額の算定
　本件ではXはAの遺産の1/8の割合をもらうことが
できますが、遺産には現金や預金と異なり不動産の
ようにその価値を評価する必要のある財産もありま
す。不動産価格は、不動産鑑定士の鑑定によること
がより適確だと思いますが、鑑定費用の負担を避ける
ため、実務上は、当事者の合意により固定資産評価、
路線価、不動産業者による査定価格等をベースにす
ることもあります。　　　
　本件はシンプルなケースですが、実際は、遺言の対
象となっている財産以外にも財産があり別途遺産分
割協議を行う必要があるケースや、他の相続人も生前
に被相続人から相当程度の生前贈与を受けているた
め、これを特別受益として遺留分算定の基礎となる財
産に含めて計算する必要があるケースなど、かなり複
雑な遺留分の計算を要する場合も多く見受けられま
す。当事者間の話合いで解決することが困難な場合
には、早めに専門家に相談することご検討ください。
●時効
　遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき
贈与又は遺贈があったことを知ったときから１年以内
に権利行使をしないと時効により消滅してしまいます
(民法1042条)。遺留分減殺請求権の行使は、裁判に
よらずとも行使することができますが、裁判外で権利
行使をするときは、時効期間内に権利行使をしたこと
の証拠を残すために内容証明郵便により通知をして
おくことが無難です。
●遺言がない場合
　沖縄では、相続の際に、墳墓や位牌（トートーメー）
等の祭祀承継の問題を絡めて議論されることがあり
ますが、民法上は、祭祀承継と相続は切り離されてお
り、祭祀承継者であっても、相続人でない限り、遺産
を相続することはできません（民法897条参照）。本
件でも、Yは相続人ではないため、仮に遺言がなかっ
た場合には、相続人であるB、D、Xらで遺産を分割す
ることになり、Xは法定相続分に応じて1/4の割合で
遺産を取得する権利があることになります。
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　父Aが１０か月前に他界しました。母Bは健在で、子
は、長男C、二男D、私（長女X）の3名でしたが、Cは
10年前に独身で亡くなりました。父Aは、常々、自分
と長男Cの位牌（トートーメ－）を慣わしに従って孫Y
（二男Dの二男）に承継してもらうと話していて、不動
産など、財産は全てYに相続させる旨の公正証書遺
言を残しています。私は父の遺産を全くもらえない
のでしょうか。

・税理士
・税理士法人
　  タックスサポート・イトカズ
　  那覇事務所所長

ゆあ法律事務所　弁護士

糸数弘和
（いとかずひろかず）
古堅　豊
（ふるげんゆたか）

中国の育児について

遺留分
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　中国と日本では、育児や母親への考え方・習慣の違いがたくさんある。出産
後の女性が過ごす制限だらけの期間「坐月子」や、子供に対する面白い縁の
担ぎ方、現代中国の子育ての現状などを紹介する。

●髪も洗えず、歯も磨けない「坐月子」
　先日、久しぶりに上海に旅行に行く機会があった。私
は中国出身なので、上海の景色は目に親しく、懐かしさ
を感じた。蘇州の運河を訪れたとき、日本では見られな
い股開きパンツをはいている赤ちゃんを見かけた。中
国と日本では、育児に対する考え方が違う。私には3歳
の息子がいるが、息子が生まれた時もたくさんの面で
中国と日本の違いを感じた。今回は中国の育児につい
て紹介したい。
　中国では出産後の女性は一ヶ月間、体を回復させ
るために「坐月子」という保養期間を過ごす。この間、
冷たい風に当たることや、冷たい食べ物・飲み物は絶
対に避けなければならないのだ。そのため、出産後の
女性は、外出や家事は絶対に避けて、じっと安静にし
て栄養のある物を食べ、赤ちゃんの面倒だけをみて、
それ以外の時間は横になって過ごす。基本的に水も
触ってはいけないので髪を洗うこともできず、風呂もタ
オルで拭くだけ、歯もガーゼで拭くのだ。ちなみに、地
域によってこの「坐月子」の期間が１ヶ月から100日ま
でと差が有る。
　かなり長い間、実家の世話または保母（子供の世話
をしてくれるお手伝いさん）が必要になる。そうしない
と「体にガタが来る」と言われているのだ。なぜ「ガタ
がくる」のか？産後の骨盤はゆがみがあって、このゆが
みが回復しないままでいると、のちのち腰痛持ちになり
やすいと言われているのだ。ゆがみを直すのには横に
なっているのが一番ということで、保養期間を過ごす
のである。
　手を冷たい水につけてはいけないとか、風に当たっ
たらいけないと言うのは、関節や筋肉の血行を悪化さ
せ、産後の痛みがぶり返さないようにするためだ。
「坐月子」はただの言い伝えというわけではなく、産後
の女性をいたわるための利のある習慣で、中国におい

ては4000年の歴史もあるようだ。
●共働きが基本、赤ちゃんは誰がみる？
　出産したら親しい友人や親戚から生まれた赤ちゃん
の長寿を祈って、銀のチェーン「長命鎖（チャンミンス
オゥ）」や、小さな木の魚「小木魚（シャオムゥユゥ）」など
“吉祥を呼ぶ”ものが贈られる。またお祝い金も贈られ、
金額は千元が相場。さらに、生まれたての赤ちゃんは、小
さな布団やタオルで包んで、赤い縄でグルグル巻きにさ
れる。これは、“グルグル巻きにして押さえないと、赤ちゃ
んの手足がまっすぐに育たない”と言われているからだ。
現在、中国の病院では、世界保健機関（WHO）から
「できるだけ母乳育児をするように」と指導されているよ
うだが、実際問題としてそれは難しいようだ。中国での
産休は、だいたい3～4カ月なので、仕事に戻ると同時
に、母乳で育てていた人も粉ミルクに切り替えなければ
ならない。病院によっては、「粉ミルクの方が栄養のバラ
ンスが取れているから、その方がいい」というところもあ
るようだ。一方、仕事で家をあける必要のない農村部で
は、母乳育児が多いようだ。
　また、中国では共働きが基本。昔「子育てはおじい
ちゃん、おばあちゃん任せ」が当たり前だったが、今は、新
生児を預かってもらえる保育園がほとんどないので、共
働きの家では親に預けるか、保母と呼ばれるお手伝い
さんにお願いするしかない。しかし、お手伝いさんが雇う
ことが出来るのはお金のある家だけで、一般の家庭で
はなかなか難しいのが現実だ。
　一人っ子政策がとられ30年が経とうとする今、中国も
高齢化社会の世になり、この政策も緩和されてきてい
る。近年では、生まれた子供を戸籍に登録する際、法定
された金額を支払えば何人生んでも問題がないことに
なっている。しかし、中国も経済発展が速く、子供を育て
るには、お金も時間もかかるので、若い人達は子供を沢
山欲しくないというのが現状のようだ。

崔 月（さい・つき）


